
白鷹町賃金引上げ支援金 Ｑ＆Ａ 

 

令和８年３月２６日現在 

 

（県支援金のとの関係） 

問１ 山形県賃金引上げ緊急支援金（以下「県支援金」という。）の支給決定を受けていませ

んが、町支援金を申請することはできますか。 

 

 できません。 

白鷹町賃金引上げ支援金（以下「町支援金」という。）は、山形県賃金引上げ緊急支援金

の支給決定を受けた事業者を対象としています。 

 

 

（交付対象事業者） 

問２ 一般社団法人や社会福祉法人は対象となりますか。 

 

  法人の「主たる業種」によって、中小企業基本法第２条第１項に定める中小企業の要件

に該当すれば対象となります。 

 

【中小企業基本法の中小企業の定義と小規模企業の定義】 

 
 

 

（賃上げの額） 

問３ 支援金の対象となる従業員の賃上げ額の要件は。 

 

①  令和７年１０月１日（令和７年度最低賃金決定日）以降、令和７年１２月２３日（改

定後最低賃金適用開始日）までの間に、１時間当たりの賃金の額が１，０３２円未満

の従業員の賃金を６４円以上引上げ、１，０３２円（改定後の最低賃金）以上にする

こと。 

②  賃金を引き上げてから県支援金の申請時まで、引上げ後の賃金の支払い実績がある

こと。 

が要件です。 



なお、１２月２３日までに１時間当たりの賃金を１，０３２円以上とし、その後 

１２月２３日以前にさかのぼって合計６４円以上となる引き上げを行った場合も対象

となります。 

 

例えば、 

ア 令和７年１０月２０日時点の１時間当たりの賃金が１，０００円だった従業員 

 について 

イ 令和７年１２月２０日に、改定後の最低賃金１，０３２円を上回るように   

１，０５０円に引上げを行った後 

ウ 令和８年３月１日に、県支援金の要件を満たすよう、１２月２３日にさかのぼ

って１，０６４円に引上げし、不足分の差額を追加で支払うことで、６４円以上

の引上げとした場合も対象となります。 

 

 

 

（町外在住で、町内に事業所がある個人事業主について） 

問４ 町外在住ですが、町内で飲食店を経営し、従業員を雇用している場合、対象となりま 

すか。 

 

 対象となります。 

 

 

（町内在住で、町外にのみ事業所がある個人事業主について） 

問５ 町内在住ですが、山形市で飲食店を経営している場合、対象となりますか。 

 

 対象となりません。 

 

 

（町外に本社がある事業者について） 

問６ 本社は町外にありますが、工場や店舗等が町内にある場合、対象となりますか。 

 

 対象となります。 

 ただし、支援金の算定対象となる従業員は、主として町内の事業所に勤務している者に

限ります。 

 

  

（県支援金の金額算定に町外事業所の従業員が含まれている場合の対応） 

問７ 県支援金の支給申請の際に提出した、従業員一覧表兼給与計算シート（県様式第２号）

に、町外事業所の従業員が含まれている場合はどのようにしたらいいですか。 

 

県支援金の支給申請の際に提出している、従業員一覧表兼給与計算シートの写しについ

て、町外事業所に勤務する従業員の欄に斜線を引くなど、町内事業所の従業員がわかるよ

うにして提出ください。 



また、町支援金交付申請書の「支援金額の積算」の項目に記載する従業員数については、

主として町内事業所に勤務する、交付要件を満たす従業員数を記載してください。 

 

 

（県支援金申請の際に記載していない町内事業所の従業員の取扱い） 

問８ 町内事業所にも県支援金の算定対象となる従業員がいるが、県支援金の支給上限額の 

関係上、県に提出した従業員一覧表兼給与計算シート（県様式第２号）に、町内事業所の 

従業員は記載しなかった、或いは一部の従業員のみ記載した場合、当該記載されていない 

交付要件を満たす従業員について、町支援金の算定対象となりますか。 

 

  対象となります。 

当該場合には、県支援金の申請の際に記載しなかった交付対象となる従業員を記載した

従業員一覧表兼給与計算シート（県様式第２号）を新たに別葉に作成し、当該町内従業員

に関する下記の書類と合わせて提出ください。 

①  交付対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し（賃金引上げ前、

賃金引上げ後の両方） 

②  賃金台帳の写し（賃金引上げ前月及び賃金引上げ後から申請時まで） 

 

 

（町内に複数の事業所がある場合の申請方法） 

問９ 町内に複数の事業所があります。町支援金を別々に申請できますか。 

   

  １法人（個人）につき、１回のみ申請できます。 

  町内に複数の事業所がある場合は、まとめて申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


